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制定制定制定制定 

((((目的目的目的目的)))) 

第第第第 1111 条条条条 この規程は，稲葉荘敷地内および近隣に犯罪の予防及び事故の防止を目的

として設置する防犯カメラ(録画のための記憶装置を含む。)の管理及び運用について，

必要な事項を定める。 

 

 

((((管理責任者等管理責任者等管理責任者等管理責任者等)))) 

第第第第 2222 条条条条  

1 稲葉荘に，防犯カメラの管理及び運用の総括責任者として防犯カメラ管理責任者

(以下「管理責任者」という。)を置き，イナバソウ大家をもって充てる。 

 

2 防犯カメラ取扱者に責任者として防犯カメラ取扱責任者(以下「取扱責任者」とい

う。)を置き，イナバソウ大家をもって充てる。 

 

((((防犯カメラの設置防犯カメラの設置防犯カメラの設置防犯カメラの設置)))) 

第第第第 3333 条条条条 管理責任者及び取扱責任者(以下「責任者」という。)は，防犯カメラの設置に

際して，次の措置を講じなければならない。 

一 防犯カメラの設置台数は，本規程の目的を達成するために必要最小限の台数と

し，撮影範囲についても，必要最小範囲とする。 

 

二 防犯カメラ設置区域に，防犯カメラを設置している旨を表示する。 

 

((((画像及び記録媒体の管理画像及び記録媒体の管理画像及び記録媒体の管理画像及び記録媒体の管理)))) 

第第第第 4444 条条条条 防犯カメラの画像(以下「画像」という。)及び記録媒体の管理については，次

に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 画像の保管期間は，原則最長 2 ヶ月以内とし，当該期間経過後は，速やかにこ

れを消去すること。 

 

二 画像は撮影時の原状により保管するものとし，編集又は加工をしてはならない。 

 



三 画像はこれを複製し，又は印刷してはならない。 

 

四 記録媒体の廃棄は，破壊等の適切な方法を用いることにより，記録媒体からの

画像の再生ができない状態にしなければならない。 

 

五 責任者は，画像及び記録媒体の取扱者を定めるとともに，画像及び記録媒体に

アクセスできるものを限定すること。 

 

六 責任者の事前の許可なく記録媒体を映像表示機器及び録画機材の設置場所以

外へ持ち出してはならない。 

 

七 責任者は，前各号に定めるもののほか，画像及び記録媒体の不正利用，外部流

出，改ざん，逸失及びその他の事故が生じないよう必要な措置を講じなければならな

い。 

 

((((提供の制限提供の制限提供の制限提供の制限) 

第第第第 5555 条条条条  

1 管理責任者は，設置目的以外の目的で画像及び画像に係る一切の情報(以下「画

像情報」という。)を他に提供してはならない。ただし，次に掲げる場合はこの限りでは

ない。 

一 画像から識別される特定の個人の同意があるとき。 

 

二 人の生命，身体又は財産に対する危険を避けるため，緊急かつやむをえないと

き。 

 

三 法令の定めに基づき，捜査機関等から提供を求められたとき。 

 

2 管理責任者は，前項第 1 号の規定により画像情報を提供するときは，次の手続に

従って開示しなければならない。 

一 開示請求者は，管理責任者に対して素性を明らかにした防犯カメラ開示申請書

及び個人情報保護の誓約書を提出しなければならない。 

 



二 管理責任者は，開示の可否を、申請者に対し防犯カメラ開示審査結果通知書を

交付する。 

 

三 画像の開示は，管理責任者の立会いの下に行い，開示する画像は，目的とする

画像以外の部分を除いたものとする。 

 

3 管理責任者は，第 1 項ただし書の規定により画像情報を提供したときは，防犯カメ

ラ開示記録を作成し，5 年間保存する。 

 

((((苦情処理苦情処理苦情処理苦情処理)))) 

第第第第 6666 条条条条 管理責任者は，防犯カメラの設置又は運用に関する苦情等を受けたときは，

迅速かつ適切に対応しなければならない。 

 

((((雑則雑則雑則雑則)))) 

第第第第 7777 条条条条    この規程に定めるもののほか，防犯カメラの設置及び運用等に関して必要な

事項は別に定める。 

 

附附附附    則則則則 

この規程は，平成 23 年 6 月 11 日（故稲葉 義男命日）より施行する。 

 


